
  

 

  

 健康保険資格確認書、各種医療受給者証、国民年金手帳、住民基本台帳カード(顔写真なし）、税理士・ 

 行政書士・行政書士補助者であることを証する書類(顔写真なし）など 

 
 

 旅券(パスポート、住所の記載のないもの）、法人が発行した身分証明書(顔写真付き)、学生証(顔写真付き)、 

 国税・地方税の納税通知書(発行日から１年以内のもの)、キャッシュカード、クレジットカードなど 

納 税 証 明 書 等 の 交 付 請 求 手 続 に つ い て 

   令和４年４月１日から、埼玉県の納税証明書等交付請求手続を以下のとおり変更します。 
  

１ 納税証明書等交付請求書について 

   (1) 納税証明書交付請求書等の請求者（代理人を含む）の押印は不要です。 

  (2) 委任状についても、委任者（納税者）の押印は不要です。 

  (3) 代理人が請求する場合には、以下の事項を記載した委任状を提出してください。 

 ①委任年月日、②委任事項、③委任者の氏名、住所及び電話番号、④代理人の氏名及び住所、 

⑤委任者との関係 

     なお、県税事務所の職員が、委任者（納税者）に電話等で委任事実を確認することがありますので、

あらかじめ御了承ください。 

  (4) 様式変更前の「印」の記載がある様式は、押印なしで引き続き使用できます。 
     

２ 請求者の本人確認について  

   請求者（代理人が請求する場合は代理人）について、次の書類により本人確認をさせていただきます。 
  本人確認書類は、１点で足りるものと２点が必要なものがあります。 
 

   郵送で請求される場合は、本人確認書類の写し（氏名、住所、有効期限の記載されている面のもの）を同封して

ください。代理人が請求する場合は、委任状とともに代理人の本人確認書類の写しを同封してください。 

   個人番号、基礎年金番号、保険者番号、被保険者等記号・番号はマスキング処理して写しを取っていただきます

ようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 有効期間が定められているものについては、有効期間内のものに限ります。 

 氏名や住所に変更があった場合は、住民票等の変更を確認できる書類を御用意ください。 

 本人確認書類の写しを取らせていただく場合がありますので、御了承ください。 
  
３ 郵送請求の場合の納税証明書の送付先について 

 (1) 納税証明書の送付先は、原則として納税者の住所又は法人の本店所在地に限ります。 

    （この場合、本人確認書類の同封は必要ありません。） 

  (2) 法人の支店等の所在地を確認できる書類等を御提出いただければ、支店等に送付できます。 
 (3) 代理人が行政書士等の場合は、行政書士等であることを証する書類の写しを同封していただけれ

ば、行政書士等の事務所に送付できます。  

 (4) 納税証明書は、転送不要郵便にてお送りします。 

       

 
 

個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、住民基本台帳カード（顔写真付き）、身体障害者手帳、

精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、旅券(パスポート、住所の記載のある

もの）、税理士・行政書士・行政書士補助者であることを証する書類(顔写真付き）など 

１点で本人確認ができるもの 

（Ａ）公的機関が発行した身分証明書（住所・氏名の記載されている写真付きのもの） 

Ｂの２点で本人確認ができるもの又はＢとＣの１点ずつで本人確認ができるもの 
（Ｂ）公的機関が発行した身分証明書(住所・氏名の記載のある写真のないもの） 

（Ｃ）Ａ、Ｂ以外の本人名義の書類等 
 


